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１ 事業コンセプト 

 

 

１-１ 背景 

 昨今、世界情勢の変化や円安などの理由により、燃料代や電気代など、エネルギー

価格が高騰しており、町の公共施設における光熱水費の負担も、それらに伴い大きな

増額となっている。 

 現在使用しているエネルギーの負担は、そのほとんどが地域外に流出してしまって

いるため、地域資源を活用した再生可能エネルギーに置き換え、エネルギーの地産地

消を生み出すことにより、地域経済循環の好転を図れないかと考えたことが、本事業

の取り組みへのきっかけとなっている。 

 また、町では、人口減少や少子高齢化のほか、空き家の増加、農業・林業の担い手

不足による農地・森林の荒廃化などが課題となっているほか、令和４年８月・令和５

年７月と、２年続けて大雨による災害が発生しており、災害への備えも重要な課題と

なっている。 

加えて地球温暖化問題は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に規定されてい

るとおり、地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、積極的にこの課題に取

り組むことが重要とされている。国でも、２０５０年までに温室効果ガスの排出を全

体としてゼロにする「２０５０年カーボン・ニュートラル」「脱炭素社会の実現」を目

指すことを宣言しており、自治体としても温室効果ガス排出削減のための取り組みが

必要となっている。 

町ではこれまで、公共施設照明のＬＥＤ切り替えや太陽光発電設備の導入などの事

業に加え、令和４年９月の環境基本条例施行や令和５年度中に地球温暖化対策実行計

画（事務事業編）策定、そして令和４年４月には、姉妹都市提携を結んでいる東京都

千代田区と「脱炭素社会実現に向けた連携協定」を締結し、脱炭素化社会の実現に向

け、取り組みを進めている。 

五城目町は、町の面積の約８割を森林が占めており、かつては林業の町として栄え

てきた歴史がある。エネルギーの地産地消を考えるうえで、大きな可能性があると考

えたのが、森林資源・木質バイオマスであり、計画策定にあたっては、エネルギー資

源として活用できる木質バイオマスの供給可能量と、町全体（町有林・民有林）にお

ける潜在供給可能量について調査を行っている。 

本計画は、エネルギーの地産地消による地域経済循環の好転を図るとともに、地域

の各種課題解決、そして温室効果ガス排出削減による脱炭素社会実現を図るため、五

城目町が有する森林資源を中心とした再生可能エネルギー資源の活用方針と事業化

に向けた方向性を示すものである。 
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【五城目町の脱炭素化に向けた取組状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１-２ 本町の再生可能エネルギー導入状況 

 

１-２-１ 木質バイオマスの活用状況について 

五城目町の現時点における木質バイオマスのエネルギー利用は、一部民間事業者の

チップボイラーでの熱利用や、家庭用・民間事業所の薪ストーブへの供給にとどまっ

ている。 

エネルギー資源として活用可能な木材の一部は、林業者によって地域外の事業者へ

と納入されている。また、それら地域外へと運搬されている木材に加え、林地残材と

して放置されている木材の量も相当量になると推定される。 

これらの木質バイオマス資源について、発電や熱利用のために必要な一定量を確保

し、かつ地域内で循環させるためには、町内での一定規模かつ継続的な木質バイオマ

ス需要を喚起し、林業者やエネルギー事業者にとって林地残材などの木質バイオマス

資源を運搬する経済合理性を生み出すことが求められる。 

 

 

１-２-２ 太陽光の活用状況について 

太陽光エネルギーは、五城目町においても、他の自治体と同様に活用の可能性が考

えられる再生可能エネルギーであり、環境省の「自治体排出量カルテ」においても、
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相当量の導入ポテンシャルが示されている。 

五城目町の現時点における太陽光のエネルギー利用は、一部の公共施設や事業所で

は導入されているほか、民間事業者における遊休地への太陽光発電設備の設置、一般

家庭の屋根への設置などが見られるものの、まだまだ化石エネルギーの利用量とは比

較にならない。 

本計画策定においては、木質バイオマス以外に潜在能力を有する町の再生可能エネ

ルギー資源として、公共施設や町有地への太陽光発電設備導入可能性調査も実施して

おり、木質バイオマス資源とあわせて、再生可能エネルギー活用の方向性を定めてい

る。 

 

 

【五城目町における再生可能エネルギーの導入状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：環境省「自治体排出量カルテ」 

 

 

１-３ 本町の再生可能エネルギーの取組方針 

 

１-３-１ 概要 

本計画策定にあたり実施した木質バイオマス資源の供給可能量調査において、町

内で確保できる資源量では、再生可能エネルギー供給事業での活用を考えた場合、

現状において大幅に不足している結果となった。詳細は下記「１-３-４ 中長期的な

森林整備の必要性」でふれるが、「作業道の劣化」「林業従事者の減少」「長期供給契

約の存在」などが主な理由となっている。 

あわせて、潜在量としては十分な供給可能量があるという結果となっており、再

生可能エネルギー供給事業を成立させるためには、木質バイオマス資源の供給可能

量拡大と安定確保が必要である。 

また、町が目指す地域経済循環の構造として、再生可能エネルギー供給事業によ

る町内資源循環のほか、町産木材の供給拡大やカーボンクレジットの創出など、町

が有する森林資源の活用が大きな役割を担うこととなる。 
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このように、将来において重要となる森林資源の活用には、中長期を見据えた森

林活用の指針と、それに基づく森林整備が必要であり、町の再生可能エネルギー活

用については、太陽光エネルギーとあわせて、以下の骨子に沿い取り組むものとす

る。 

 

 

１-３-２ 取り組みの骨子 

■ 計画的な森林整備と森林資源の活用推進による地域経済循環の創出 

〇 町の森林の詳細把握と中長期的な森林活用指針の策定をすすめ、町内事業者

や脱炭素協定を結ぶ千代田区と連携・情報共有し、計画的な森林整備と森林

資源の活用推進に取り組む。 

〇 対象エリアとして選定した雀舘エリアに、木質バイオマスエネルギーによる

供給設備の導入を目指す。 

〇 計画的な森林整備により、木質バイオマス資源をはじめとした森林資源の安

定確保とカーボンクレジットの創出、木材供給量の拡大など林業の活性化を

図る。 

〇 森林の整備により、クマが居住地へ出没するリスクを抑制する、緩衝地帯と

しての里山保全の推進を図る。 

〇 木質バイオマスエネルギー供給設備の拡大により、木質資源の町内供給率向

上を図る。 

〇 森林整備の進展により、木材供給のみならず、木材の高度利用やツーリズ

ム、生態系サービスなど新たな事業への展開を見込む。 

■ 太陽光発電設備導入促進による再エネ率の向上と災害時リスクの軽減 

〇 公共施設への太陽光パネル・蓄電池導入を進め、木質バイオマスエネルギー

とあわせ、再生可能エネルギーの活用と災害発生時のリスク軽減に努める。 

〇 民間施設や個人住宅への太陽光パネル・蓄電池などの導入を促進し、再生可

能エネルギーへの切り替え・エネルギーの町内供給率向上を進める。 

〇 公共施設の電力使用量調査結果に基づき、電気契約の見直しを図り、電力価

格の低減のみならず、再エネ率及び地域経済循環向上に取り組む。 

 

  



- 5 - 

 

 

 

１-３-３ 取組方針と期待する成果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１-３-４ 中長期的な森林整備の必要性 

森林材積量の調査の結果、エネルギー資源として供給可能な町内の木質バイオマ

ス資源量は、年間およそ２００〜３００tである。 

これは、木質バイオマスを資源とした電力／熱供給設備を安定稼働させるために

は、十分な量ではない。 

 

再生可能エネルギー事業のために十分な資源量を、すぐには確保できない背景に

は、以下の理由が挙げられる。 

〇 労働人口減少などにより、４０年前と比較して林業従事者が約８０%減少して

おり(『町勢要覧資料編 (令和５年３月)』)、経営資源を追加投入できる状態

ではないこと。 

〇 豪雨などの自然災害や風化などにより作業道の劣化が進み、施行可能地が縮小

していること。 

〇 町内事業者は木質バイオマス資源について他地域業者への長期供給契約を結

んでおり、すぐに町への供給に切り替えることはできないこと。 
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しかし、町有林・民有林の森林資源量とその成長量から木質バイオマス資源の供

給可能性を推計すると、年間最大で約７，０００tの供給可能性があることが分かっ

た。町有林・民有林の供給可能性を引き出すことができれば、地域の森林資源によ

って地域内のエネルギー供給の一部を賄うことが可能である。 

そのためには、前述の現状を改善し、長期的な森林経営に取り組み、段階的に町

内での木質バイオマス資源の供給量を増加させることが必要である。 

 

 

１-３-５ 森林整備の方針 

具体的には以下の施策によって、木質バイオマス資源の供給可能量の増加に取り

組む。 

〇 森林材積量の定量的把握精度向上：森林資源の材積量は、これまで統計的な

手法で推計されてきたが、今日では技術革新によって、より精緻な計測が可

能である。定量的な現状把握の精度を向上させることにより、地域資源の活

用方法についてより具体的な検討を進める。 

〇 森林ビジョンの策定：五城目町内の森林資源を活用したまちづくりの方針を

明文化し、地域住民や林業事業者と合意することにより、継続的な森林経営

の基盤を構築する。 

〇 多様な活用が可能な作業道の整備：林業の作業道は、これまで林業の作業者

や車両のための道であり、繰り返し利用する前提での整備ではなかった。そ

のため風化に耐えられず、作業道の劣化に伴う施行可能地の縮小を招いた。

そこで、より長期的に利用可能かつ、現場作業としての役目を終えた後もレ

クリエーションなどの用途に活用可能な作業道の整備を進める。 

〇 町内需要施設の整備：供給元となる森林の整備とともに、町内に木質バイオ

マス資源の需要を生み出すことが必要である。まずは対象エリアを中心に設

備導入に着手し、供給可能量の増大に合わせ、段階的な設備の拡大に取り組

む。導入初期の不足分は周辺地域などから調達する。 

〇 広域自治体連携の推進：森林整備の推進により、木質バイオマス資源が得ら

れるのみならず、建材などのより高付加価値の木材供給量も増大する。また

森林の成長に伴い CO2吸収量が増加することにより、カーボンクレジットを

創出する。 

 

こうした新たに生み出すことの出来る価値は、町内よりも、脱炭素化を目指すも

自然資源の確保が難しい都市部での需要が見込まれる。 

当町の長期的な森林整備においては、姉妹都市であり脱炭素協定を締結している

東京都千代田区と連携することにより、持続的な森林整備と森林が持つ価値の最大

化を図る。  
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１-３-６ 期待できる地域経済循環 

長期的に森林整備に取り組み、地域内での木質バイオマス資源の供給量を増やす

ことにより、以下のような経済循環を生み出すことが出来る。 

〇 林業関係者の仕事創出：ビジョンに基づいた森づくりの実現のために、作業

道の補修や新設の需要が生まれるとともに、新たな林業地の拡大により林業

事業者の仕事が生まれる。 

〇 木材加工業の仕事創出：森林資源を木質バイオマスとして活用するために

は、チップへの加工や乾燥工程を担う事業体が必要となる。また、五城目産

木材の流通量を増やすために、製材所などの木材加工の需要が創出される。 

〇 カーボンクレジット創出と都市部への供給：森林資源を育むことにより、カ

ーボンクレジットの創出が期待できる。当町から創出された森林由来のカー

ボンクレジットが、千代田区をはじめ都市部の自治体や企業から、脱炭素化

の実現手段として活用される。 

〇 地域住民への森林を活用したサービスの提供拡大：森林整備の進展ととも

に、登山道やキャンプ場などの整備も進める。それにより町民や訪問者によ

る、町内の自然資源利用機会の拡大増加が見込まれる。 
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２ 需要量の調査結果 

 

２-１ 調査目的と調査概要 

再生可能エネルギーによる電気／熱供給事業の収益性を把握し、事業計画を策定

するために、地域内の電力需要量を調査した。 

調査対象エリア内の需要家となる施設を一覧化する「需要家リスト」の作成、各

需要家において電気の年間需要量と最大需要量を調査する「需要量調査」を実施し

た後、年間総需要量と最大需要量を算定。 

それらを基に需要カーブ分析を行い、合成した需要量の最大値のうち、可能な限

り抑制可能な量を最大需要量とした。 

 

２-２ 調査対象エリア 

公共施設全体の電力使用料の約半分を占める、雀舘エリアを設定した。 

雀舘エリアには、五城目小学校、広域五城目体育館、屋内温水プール、町民セン

ターなど、教育文化施設が立地している。このエリアを中心に、熱供給の導入が検

討可能な半径２km圏内を対象として調査を実施している。なお、対象としたエリア

には、町の６割以上の世帯が居住している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 文教地区を中心とした 500mごとの同心円図（google mapsを参照）  
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対象エリアの建物について、民間企業、一般家庭、公共施設の３つに区分し調査

し、詳細をまとめた。 

 

■ 民間企業 

対象エリアの事業者へアンケートを実施し、１６施設から回答を得られた。 

日本標準職業分類に基づき、回答があった事業者を分類ごとに社数を表 2-2に

まとめた。 

 

表 2-2 対象エリア内の調査回答事業者の分類 

分類 社数 

サービス業 6 

製造業 4 

教育，学習支援業 2 

金融業 2 

公務 1 

小売業 1 

 

■ 一般家庭 

雀舘エリアを中心に、熱供給など再生可能エネルギー導入の接続検討が可能な

範囲を半径２km圏内とし、範囲内にある町内会を選定した。 

対象となる町内会を表 2-2-1にまとめている。 

４１町内会２，５８３世帯５，４３６人が対象となった。対象エリアの一般家

庭は、町全体の世帯数・人口の約６割となった。 

 

表 2-2-1 対象エリアの人口及び世帯数調査表（令和 5年 9月時点） 

出典：住民基本台帳（五城目町） 

番号 町内名 男 女 計 世帯数 

1 広ケ野 83 75 158 69 

2 新里町 123 143 266 115 

3 希望ケ丘 39 49 88 43 

4 上田町 49 49 98 41 

5 田町 96 147 243 117 

6 今町 59 67 126 61 

7 御蔵町 9 14 23 13 

8 小池町 13 18 31 17 

9 川原町 9 11 20 11 

10 新町 45 49 94 45 
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番号 町内名 男 女 計 世帯数 

11 一番町 24 30 54 32 

12 古川町 32 38 70 45 

13 紀久栄町 90 78 168 85 

14 新畑町 136 129 265 129 

15 東磯ノ目 138 146 284 130 

16 西磯ノ目 103 120 223 91 

17 矢場崎 124 123 247 111 

18 長町 12 17 29 17 

19 仲町 32 36 68 33 

20 米沢町 32 42 74 36 

21 築地町 85 79 164 69 

22 畑町 150 174 324 161 

23 昭辰町 31 32 63 32 

24 雀舘 164 206 370 171 

25 舘町 26 37 63 38 

26 中川原 45 45 90 49 

27 ななくら 34 25 59 35 

28 下高崎 35 46 81 32 

29 高崎 55 70 125 51 

30 上高崎 33 35 68 27 

31 舘越 15 31 46 18 

32 久保 37 42 79 31 

33 岩野 74 79 153 66 

34 樋口 45 51 96 34 

35 岩城町 68 134 202 167 

36 岡本 1区 87 93 180 75 

37 岡本 2区 54 65 119 61 

38 下山内 61 75 136 63 

39 上山内 52 61 113 44 

40 西野 74 80 154 67 

41 谷地中 58 64 122 51 

合 計 2,531 2,905 5,436 2,583 
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■ 公共施設 

指定管理施設や貸与施設を含め、一定以上の電力の使用が見込まれる全町有施

設を対象に調査した。 

 

表 2-2-2 調査対象の公共施設リスト 

施設分類 対 象 施 設 

行政系施設 五城目町役場 

町民文化系施設 朝市ふれあい館 

社会教育系施設 

町民センター、友愛館、馬川地区公民館、馬場目ふれあいセン

ター、富津内地区公民館、内川総合生きがいセンター、大川地

区公民館、森山地区公民館、 

スポーツ施設 
広域五城目体育館、屋内温水プール、屋内ゲートボール場スパ

ーク五城目 

産業系施設 

五城館、湖東３町商工会五城目事務所、地域活性化支援センタ

ー、悠紀の国五城目、五城目町森林資料館、赤倉山荘、 

清流の森 

学校教育施設 
五城目小学校（校舎、駐車場）、五城目第一中学校、五城目高

等学校 

保険・福祉施設 五城目町保健介護支援センター 

その他 
五城目町斎場、消防署、五城目浄水場、ストックヤード、下水

道ポンプ 54か所、消防施設 

表 調査対象の公共施設リスト 

 

 

２-３ 調査内容 

対象エリアの施設を、民間企業、一般家庭、公共施設の３つに区分し調査した。 

民間企業と公共施設においては、電力需要量を把握するために、月間の電力消費

量、電力料金、電力会社、契約種別、契約電力、力率について、調査票によるアン

ケートを実施した。 

一般家庭は、東北電力のウェブサイト※注１ に掲載されている世帯数ごとの電力

使用量、電力料金をもとに、世帯数平均から対象エリアの電力需要量を推計した。 

 

（注１）東北電力都道府県・世帯人数別 2021年電力料金・使用量シート 

https://www.tohoku-epco.co.jp/energy_saving_cp/2022summer/checksheets.html 
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２-４ 調査結果 

対象エリアの電力需要量の結果を電力使用量、電力使用金額に分けて調査した。 

民間企業と公共施設においては、令和４年度の１年間の電力需要調査票で得られ

た結果の集計を、一般家庭は東北電力から得られた情報をもとに推計し集計した。 

 

 

２-４-１ 電力使用量 

対象エリアの民間企業、公共施設、一般家庭の月間の電力使用量の使用実績を図

2-4-1にまとめた。対象エリアの月間電力使用量のピークは１月の１，８３６  

Ｍｗｈ、最低は６月でおよそ１，１６０Ｍｗｈとなった。 

 

 

図 2-4-1 民間企業電力需要量推計結果（kwh） 
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２-４-２ 電力使用金額 

対象エリアの民間企業、公共施設、一般家庭の月間の電力使用金額の使用実績を

図 2-4-2にまとめた。対象エリアの月間電力使用量のピークは１月の６，２００万

円、最低は６月で３，２００万円となった。 

 

 

図 2-4-2 対象エリア電力料金（円） 

 

 

２-４-３ まとめ 

対象エリアの民間施設、公共施設、一般家庭それぞれの年間電気需要量を表 2-4-3

にまとめた。対象エリアの電力需要量の約６割を、一般家庭が占めている。 

また、公共施設が対象エリア電力需要量の約１割を占めており、年間で 

８，７００万円の電力使用料となっている。 

 

表 2-4-3 対象エリア電力需要まとめ 

  年間使用電力量：Mwh 年間電力使用金額：百万円 

民間 4,801Mwh(28%) 139 百万円(26%) 

公共施設 2,261Mwh(13%) 87 百万円(16%) 

一般家庭 10,244Mwh(59%) 316 百万円(58%) 

合計 17,306Mwh 542 百万円 
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図 2-4-3-1 対象エリア年間電力需要量割合 

 

 

 

図 2-4-3-2 対象エリア年間電力使用金額割合 
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３ 供給可能量の調査 

 

 

３-１ 調査の目的 

再生可能エネルギー供給事業へ活用できる町内の資源を調査し、供給可能量を把

握するために実施。木質バイオマス、もみ殻・家畜のし尿などの木質以外のバイオ

マス、太陽光を対象とした。 

現状と、今後活動を続けることで活用可能になる供給量を明らかにすることで、

地域内経済循環できるエネルギー量を推計した。 

 

 

３-２ 木質バイオマス資源の供給可能量 

木質バイオマス資源の生産可能量を把握するために、現状調査、森林面積などの

把握、ゾーニング調査の３段階で調査した。 

① 現状調査 

五城目町を管轄する男鹿南秋田森林組合と、町内の林業事業所へ、作業内容・

供給可能なバイオマス量などについてヒアリングを実施。 

② 森林面積などの把握 

森林簿と地理情報システムデータ（ＧＩＳデータ）から、五城目町の森林面積

や材積量、年間成長量などを具体的に把握。 

③ ゾーニング調査 

森林を効率性と災害リスクから４つに分類し、効率性と災害リスクを考慮した

森林面積から、供給可能な木質バイオマス資源量を推計。 

 

 

３-２-１ 町内事業者の供給可能量の調査 

■ 調査対象 

現状、町内において供給可能なバイオマス量を調査するために、町内の素材生

産事業者、木材加工事業者を対象に調査を行った。 

 

〇 素材生産事業者 

町内の素材生産事業者５社に対してヒアリングを行い、その中で、町内の民有

林の作業を担う有限会社佐藤林業と有限会社エフ・ジーについてインタビュー調

査を行った。 
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表 3-2-1-1 素材生産事業者リスト 

 素材生産事業者 住  所 

1 佐々木造林有限会社 五城目町馬場目字関ケ沢 78−2 

2 有限会社佐藤林業 五城目町高崎字雀舘下川原 107-2 

3 有限会社澤忠林業 五城目町内川浅見内字小川口 201-1 

4 有限会社畑澤造林 五城目町内川湯ノ又字金ヶ沢 144－2 

5 有限会社エフ・ジー 五城目町高崎字田中 287 

 

〇 木材加工事業者 

町内の木材加工事業者４社へインタビュー調査を実施した。男鹿南秋田森林組

合から木材を調達しており、町内の材木を扱っている事業者を対象にした。 

 

表 3-2-1-2 木材加工事業者リスト 

 木材加工事業者 住  所 

1 小玉製材木工 五城目町字杉ケ崎 19 

2 小玉材木店 五城目町高崎字田中 215−1 

3 有限会社伊藤製材所 五城目町高崎字里下 19 

4 菊地合板木工株式会社 五城目町高崎字里下 82-3 

 

〇 森林組合 

町内民有林の管理委託を受けている男鹿南秋田森林組合へのインタビュー調査

を行った。 

 

 

■ 供給可能量の現状について 

素材生産事業者、木材加工事業者、森林組合へのインタビュー調査を実施した

結果をまとめた。 

 

〇 素材生産事業者 

町内民有林の作業を担当している事業者へインタビューを行った。 

★ 現状 

森林組合からの作業委託を受けて、作業道の敷設、伐採を行っている。受託

している作業量は、それぞれ従業員で対応できる分量としている。２社とも、

今後新たな人員を採用することは想定していない。 
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バイオマスに利用するＣ、Ｄ材の搬出について、森林組合からの作業委託は 

木材の量（体積）によって決まる契約内容になっていることから、積極的な搬

出はしていない。搬出した場合は所有者の採算性に悪影響を及ぼすこととなる

が、それでも契約量を満たすために一定量を搬出している。 

★ 供給可能量 

２社ともに年間伐採量のうち１０％から２０％をＣ、Ｄ材が占めている。こ

れらのチップ材は近隣の契約事業者へ販売している。もし、木質バイオマスに

よるエネルギー供給事業がスタートするのであれば、初年度は２００～３００

t程度からはじめ、段階的に契約先を切り替え、最終的に年間で３，０００t

程度を供給可能との回答。 

 

 

〇 木材加工事業者 

★ 現状 

インタビューに４社から協力を得られた。 

加工時にでる端材は、それぞれチップにして県内のパルプ事業者などへ供給

している。バーク（木の皮）も出るが、小石などが混じっているため工場内に

寄せており、分量は数トン程度とのことである。 

加工時にでるおがくずなどは、工場内のボイラーに自動で供給する設備を有

しており、建物内の熱供給に利用している。 

★ 供給可能量 

現状、エネルギーとして利用可能な木材は、全量を契約している企業に納入

中とのこと。加工時に出るおがくずなどは社内で熱利用しており、現状で木質

バイオマスによるエネルギー供給事業に供給可能な木材はないとの回答。 

 

 

〇 男鹿南秋田森林組合 

★ 現状 

森林組合では、組合員の森林経営計画の立案から管理までを行っているほ

か、役場からの依頼を受けて町有林の作業委託も行っている。 

森林組合として伐採設備は所持しておらず、作業員もいない。 

敷地は原木市場として利用されており、伐採された材木が貯蔵されている。

搬出時などに削られたバーク（木の皮）が溜まってきており、敷地の一部に蓄

積されていた。 
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★ 供給可能量 

森林組合としては、直接の森林作業を担当していないため、現状で木質バイ

オマスによるエネルギー供給事業に供給可能な木材はないとの回答。 

また、作業委託の契約内容においても、委託者の採算性の観点から、Ｃ，Ｄ

材になる木材を運び出すことはほとんどないとのことであった。 

 

 

３-２-２ 町全体の材積量と成長量把握の調査 

町有林・民有林全体で拠出可能な年間の材積量を把握するために、ゾーニングを

通して木材生産候補の材積量の調査を実施。 

 

〇 対象とした森林 

町全体の約８割を占める森林は、大きく国有林と民有林に分類される。調査で

は、町有林を含む民有林全体を対象として調査した。 

〇 材積量と成長量 

民有林全体にあるバイオマス（木材）量である材積量と、年間で森林が成長し

たバイオマス量である成長量を調査した。 

活用するバイオマス量を年間成長量内に留めれば、環境負荷をかけずに継続し

てエネルギー供給事業への供給が可能になる。 

〇 ゾーニングについて 

活用可能なバイオマス量を把握するために、森林を林道・作業道からの距離

と、土地の傾斜から４つに分類するゾーニングを行った。 

林道・作業道からの距離は作業の効率性の基準になり、傾斜は作業の災害リス

クを示す。 

作業道から近くて効率性が高く、傾斜も穏やかで災害リスクが低いエリアを

「生産重視の木材生産林」。作業道から近くて効率性が高いが、傾斜が大きく災

害リスクが高いエリアを「保全重視の木材生産林」。作業道から遠くて効率性が

悪いが、傾斜が穏やかで災害リスクが低いエリアを「生産検討の木材生産林」。

作業道から遠くて効率性が悪く、傾斜も大きく災害リスクを高いところを「環境

保全林」として分類した。 
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図 3-2-2-1  ゾーニングの分類 

 

〇 町内森林のＧＩＳデータに基づくゾーニング結果 

森林の所在地や所有者、面積や森林の種類、材積や成長量などの森林に関する

情報を記載した台帳である森林簿※注１ を秋田県から取得し、民有林のゾーニ

ングを行った。傾斜角については、国土地理院※注２ から１０ｍメッシュのデ

ータを取得して実施した。 

民有林のゾーニングでは、作業道からの距離を５０ｍと３００ｍの２パターン

で実施したほか、町有林のみのパターンもまとめた。 

 

注１ 森林簿は、秋田県 農林水産部 森林資源造成課より取得 

参照：https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/2132 

注２ 国土地理院から取得した GISデータをもとに作業 

参照：https://www.gsi.go.jp/gis.html 

 

  

https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/2132
https://www.gsi.go.jp/gis.html
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【パターン１：路網からの距離が５０ｍ】 

町内の素材生産事業者が持っている機材で作業できる範囲である距離が、作業道

から５０ｍの範囲である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2-2-2 民有林の路網から距離 50mの場合のゾーニング 
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【パターン２：路網からの距離が３００ｍ】 

将来的に作業道を充実させ、木材の拠出を増大させた場合に、作業道から３００

ｍまで供出可能なときのゾーニング。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2-2-3 民有林の路網から距離 300mの場合のゾーニング 
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【パターン３：町有林（路網からの距離３００ｍ）】 

民有林の中で、町所有の森林におけるゾーニング。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2-3-4 町有林の路網から距離 300mの場合のゾーニング 
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■ ゾーニングの結果得られた材積量の推計値 

森林簿から民有林全体のもつ材積量、成長量の推計結果をまとめた。なお、質

量については、比重を０．５として計算した。 

 

〇 路網からの距離が５０ｍ 

 

表 3-2-2-1 路網距離 50mでゾーンニングした民有林の材積量と年間成長量 

 

 

 

 

 

 

 

〇 路網からの距離が３００ｍ 

 

表 3-2-2-2 路網距離 300mでゾーンニングした民有林の材積量と年間成長量 

 

 

 

 

 

 

 

〇 町有林（路網からの距離３００ｍ） 

 

表 3-2-2-3 路網距離 300mでゾーンニングした町有林の材積量と年間成長量 

 

 

 

 

 

 

 

〇 バイオマス活用量の推計 

木材生産林から搬出する材におけるＣ，Ｄ材の割合を５０％と仮定する。木材

生産林における町有林、作業道から５０ｍ以内、作業道から３００ｍ以内、作業

道から３００ｍにおける木材生産林（生産候補、保全候補も含む）の場合で活用

量を推計した。町有林のみでは、年間４８．２５ｔ。５０ｍ作業道以内の木材生

道からの距離 傾斜 面積(ha) 蓄積(㎥) 年間成長量(㎥) 年間成長量(t)

木材生産林 50ｍ以内 30度以下 1,181 407,320 6,156 3,078.0

木材生産林
(生産候補)

50ｍ以遠 30度以下 6,937 2,323,226 36,158 18,079.0

木材生産林
(保全候補)

50ｍ以内 30度以上 124 38,019 551 275.5

環境保全林 50ｍ以遠 30度以上 1,007 308,975 4,576 2,288.0

道からの距離 傾斜 面積(ha) 蓄積(㎥) 年間成長量(㎥) 年間成長量(t)

木材生産林 300ｍ以内 30度以下 5,511 1,871,432 29,084 14,542.0

木材生産林
(生産候補)

300ｍ以遠 30度以下 2,607 859,114 13,230 6,615.0

木材生産林
(保全候補)

300ｍ以内 30度以上 714 223,426 3,282 1,641.0

環境保全林 300ｍ以遠 30度以上 417 123,568 1,845 922.5

道からの距離 傾斜 面積(ha) 蓄積(㎥) 年間成長量(㎥) 年間成長量(t)

木材生産林 300ｍ以内 30度以下 44 14,211 193 96.5

木材生産林
(生産候補)

300ｍ以遠 30度以下 407 116,168 1,916 958.0

木材生産林
(保全候補)

300ｍ以内 30度以上 33 8,814 112 56.0

環境保全林 300ｍ以遠 30度以上 108 33,129 587 293.5
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産林では、年間１，５３９ｔ、３００ｍ作業道以内では、年間７，２７１ｔ、作

業道から３００ｍでの木材生産林（生産候補、保全候補も含む）では、年間 

１１，３９９ｔとなる。 

現状では、５０ｍ作業道以内の木材生産林の、年間１，５３９ｔの活用量を想

定できるが、森林整備を進めることで安全に生産できる範囲を増やし、将来的に

は３００ｍ作業道以内の、年間７，２７１ｔの活用量が見込まれる。 

森林組合、役場、素材生産事業者と勉強会、協議を通して、供給可能量の精度

を上げるため連携を図っていくことを目指す。 

 

表 3-2-2-4 木材生産林におけるバイオマス活用量推計 

 

 

 

 

 

 

 

※活用量の計算は、C,D材の割合として仮定する 50％の重さ(ｔ)で計算 

 

 

３-３ 木材以外のバイオマス資源 

籾殻、酪農から得られるし尿、生ゴミについて町内から供給できる可能性を調査

した。 

■ 籾殻 

ＪＡあきた湖東が運営する五城目町、井川町、八郎潟町にあるライスセンター

への調査を実施した。 

五城目町のライスセンターでは、年間２，０００ｔ程度の籾殻が出ているとの

こと。 

牧畜事業者と契約を交わし、毎週無償で引き取ってもらっているため、現状で

バイオマスとしての供給は困難との回答であった。 

■ 酪農 

町内に畜産業を営む事業者はわずかながらあるものの、１０頭程度の飼育と小

規模のため、牛糞などの活用は不可と判断した。 

■ 生ごみ 

町内では現状、生ゴミの分別収集は行っていない。資源としての利用可能性に

ついては、ごみの収集・分別から活用方法まで、大きく検討する必要があると判

断した。 

  

町有林 50ｍ 300ｍ 300ｍ(全木材生産林)

面　積(ha) 44 1,181 5,511 8,832

蓄　積(㎥) 14,211 407,320 1,871,432 2,953,972

年間成長量(㎥) 193 6,156 29,084 45,596

年間成長量(t) 96.5 3,078.0 14,542.0 22,798.0

バイオマス活用量推計(t) 48.25 1,539.00 7,271.00 11,399.00
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３-４ 太陽光発電ポテンシャル 

公共施設、町有地を選定し、太陽光発電設備の設置可能性と設備容量の推計を行

った。 

 

 

３-４-１ 調査対象 

■ 公共施設 

五城目町公共施設等総合管理計画をもとに、全２３５施設の中で今後３０年以

上存続予定であり、かつ、町として維持管理予定の３６施設を選定した。 

■ 町有地 

事業対象エリアで７５０㎡以上を確保できる町有地について、公衆用道路、用

悪水路、墓地などを除いた土地から、太陽光発電設備設置可能場所を選定した。 

 

 

３-４-２ 調査結果 

公共施設、町有地への太陽光発電設備設置により得られる電力供給量を調査し、

まとめている。 

■ 公共施設 

選定した３６施設において、太陽光発電設備設置可能性を現地調査した結果、

６施設で設置可能と判断した。他の施設においては、そもそも電力を常時使う施

設ではないことや、すでに太陽光発電設備が設置されているなどの理由により、

除外した。 

公共施設への太陽光発電設備設置による供給可能量は１６０ｋＷであり、野立

設置と屋根設置あわせて６施設の結果概要は、以下のとおりである。 

 

  



- 26 - 

 

【野立設置】 

 

〇（旧）共同福祉施設 

 

写真 （旧）共同福祉施設 外観 

   

図 3-4-2-1 （旧）共同福祉施設 太陽光設置工事配置図  
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〇 馬川交流センター 

 
写真 馬川交流センター 外観 

   
図 3-4-2-2 馬川交流センター 太陽光設置工事配置図  
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〇 地域活性化支援センター 

   

   写真 地域活性化支援センター 外観 

   

図 3-4-2-3 地域活性化支援センター 太陽光設置工事配置図  
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【屋根設置】 

 

〇 地域交流センター「五城目朝市ふれあい館」 

 
写真 地域交流センター「五城目朝市ふれあい館」 外観

 

図 3-4-2-4 地域交流センター「五城目朝市ふれあい館」 太陽光設置工事配置図  
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〇 屋内温水プール 

 

写真 屋内温水プール 外観 

 

図 3-4-2-5 屋内温水プール 太陽光設置工事配置図  
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〇 農林水産物直売・食材供給施設「悠紀の国五城目」 

   

写真 「悠紀の国五城目」 外観 

    

図 3-4-2-6 「悠紀の国五城目」太陽光設置工事配置図  
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■ 町有地 

事業対象エリア内の町有地で、７５０㎡以上の面積を確保でき、太陽パネルを

設置できる可能性を検証したところ、１か所で供給可能と判断し、供給可能量は 

３４８ｋＷであった。 

 

〇 設置可能性の検討 

対象とするエリアは、町有地でまとまった土地があり、かつ平地で電線へ接続

することが可能で、調査対象エリアの近隣地域からから選定した。 

また、この地域に太陽光発電設備を設置する場合の、太陽光パネル、架台の配

置図を検討した。 

 

〇 五城目町上樋口字樽沢地内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-4-2-7 対象エリア航空地図 
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写真 対象エリア 外観       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-4-2-8 

太陽光設置工事配置図 
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■ まとめ 

調査した公共施設・町有地すべてへ太陽光発電設備を設置した場合に、想定さ

れる年間発電量の推計値を、表 3-4-2にまとめている。 

設置容量としては５０９．２ｋＷ、年間予想発電量としては約５１３ＭｋＷ

ｈ、電気料金としては約１，６００万円という結果となった。 

 

 

表 3-4-2 太陽光発電電力推定計算シート 
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４ 事業計画 

 

４-１ 再エネ設備について 

【地域エネルギー供給可能量と需要量の現状】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４-１-１ 木質バイオマス電力／熱供給 

■ 基本方針 

森林整備とエネルギー供給設備導入を並行して推進することにより、地域内木

質バイオマスの需要と供給の好循環を生み出す。 

 

〇 町の森林の詳細把握と中長期的な森林活用指針の策定をすすめ、町内事業者や

脱炭素協定を結ぶ千代田区と連携・情報共有し、計画的な森林整備と森林資源

の活用推進に取り組む。 

〇 対象エリアとして選定した雀舘エリアに、木質バイオマスエネルギーによる

供給設備の導入を目指す。 

〇 計画的な森林整備により、木質バイオマス資源をはじめとした森林資源の安

定確保とカーボンクレジットの創出、木材供給量の拡大など林業の活性化を図

る。 

〇 森林の整備により、クマが居住地へ出没するリスクを抑制する、緩衝地帯と

しての里山保全の推進を図る。 

〇 木質バイオマスエネルギー供給設備の拡大により、木質資源の町内供給率向

上を図る。 

〇 森林整備の進展により、木材供給のみならず、木材の高度利用やツーリズ

ム、生態系サービスなど新たな事業への展開を見込む。  
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■ エネルギー供給設備について 

 

【資源供給可能量の現状】 

〇 素材生産業２社で、年間３，０００ｔのチップ材を町外に供給している。 

〇 地域内に需要があれば、初年度は２社合わせて年間２００～３００ｔの供給が

可能。町での継続的な需要が見込まれるのであれば、段階的に町外への供給契

約を町内へと切り替え可能。 

〇 既存のデータとゾーニング結果から推計される五城目町の木質バイオマス供

給可能量は、最大で年間約７，０００ｔ。 

 

【導入可能なバイオマスエネルギー供給設備】 

現状の供給可能量と、森林整備の進展による将来的な供給可能量増を踏まえる

と、以下の設備導入が考えられる。 

 

 

<電力供給> 

【導入設備案 : Ｖｏｌｔｅｒ４０】  

〇 設備概要 

① 供給可能なエネルギー量： 

電気４０ｋＷ(所内電力２ｋＷ)、熱１００ｋＷ(循環温水温度８５℃) 

② 必要な資源量： 

１日あたり約１ｔの乾燥チップ(含水量１５％)を使用 

③ その他の特徴： 

★ ２４時間、天候や時間に左右されない。非常用電源としても利用可能。 

★ 稼働時間：年間７，８００時間(３２５日)稼働。 

年間４０日間のメンテナンス要 

★ 遠隔監視・操作が可能。 

★ 余剰熱量を使用してチップ材の乾燥が可能。 

〇 導入及び運用に要する費用 

① 初期投資： 

１４７，４３６千円 (バイオマス発電機、乾燥機、設備関連工事、電気

設備工事、その他付帯工事、切削チッパー、オフグリッドユニットを含

む) 

② ランニングコスト： 

年間６，６５０千円(燃料費、修繕費、その他費用を含む) 
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〇 エネルギー供給スキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 設備の外観 
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<バイオマス熱供給> 

【導入設備案 ： オヤマダエンジニアリング ECO MOS WB-200】  

〇 設備概要 

① 供給可能なエネルギー量： 

(熱出力) ２００ｋＷ 

② 必要な資源量： 

乾燥チップ３３．０〜１１０．０㎏／ｈ (含水量 ５０％) 

③ その他特徴： 

チップ材のバックアップとして灯油の利用も可能。 

〇 導入及び運用に要する費用 

① 初期投資： 

ボイラー＋建築工事 ７２，５００千円 

② ランニングコスト： 

★ 燃料費１，３００千円 

 (Ｃ，Ｄ材を利用、チップ現地着で４，５００円／㎥) 

★ 木材調達 県産材（町産材６５％) 年間２９０㎥ 週に１回搬入 

 

〇 エネルギー供給スキーム 

 

 

 

 

 

 

〇 設備の外観 
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４-１-２ 太陽光発電 

〇 公共施設の電力使用量調査結果に基づき、電気契約の見直しを図り、電力料

金負担の軽減に加え、再エネ率向上と地域経済循環向上に取り組む。 

〇 太陽光発電ポテンシャルの調査結果に基づき、公共施設や町有地への太陽光

発電設備設置を推進する。さらに、家庭への太陽光発電設備導入促進施策とし

て、設置費用への補助制度導入を検討する。 

 

４-２ 事業実施スケジュール 

【計画をとおして目指す町の将来像】 

継続的な森林資源の管理とエネルギーの地産地消推進により、次のような将来像

の実現に取り組む。 

〇 町内外から多様な人々が日常的に森林に足を運び、遊び場や憩いの場などと

して利用されている。 

〇 森林管理に携わる事業者や個人の数が増え、多様な主体によって森づくりが

行われている。 

〇 森林から様々な価値が創出され、地域の暮らしを豊かにするとともに、姉妹

都市など広域で価値の伝播、循環が実現している。 

〇 地域の資源からエネルギーが生み出され、再生可能エネルギーの利用割合が

向上している。 

【１０年間のロードマップ】 

上記の将来像に示す長期ビジョンの実現にむけ、令和６年度からの１０年間、 

以下のロードマップに基づいて行動する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、ロードマップは適宜見直し、将来像の実現に向け、施策の更新を続ける。  

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

再エネ供給設備

(木質バイオマス)

森林整備

再エネ供給設備

(太陽光等)

再エネ補助制度

設備導入検討 設備導入・運用 ～ エネルギー供給 ～資源供給量拡大にあわせて増設検討

制度設計 補助制度開始・再エネ普及率の向上推進

電気契約

内容の精査

公共設備への発電設備導入 ～運用、電気契約内容の変更対応

森林資源の現状

把握精度の向上
森林活用指針に基づく森林整備・作業道整備による木質資源生産拡大

森林吸収量増大によるカーボンクレジットの創出

森林活用

指針の策定

※避難所等のエネルギー自給率向上

※里山整備の進展によるクマ出没抑制・大雨災害の被害軽減
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４-３ 事業実施体制 

計画策定フェーズでは、役場職員向けの勉強会や地域住民向けのワークショップ

をそれぞれ複数回実施し、計画実現のため、役場内の組織を超えた協働体制の構築

と、本取組に対する住民理解の醸成に取り組んだ。 

計画の実行フェーズにおいては、令和４年度から実施してきた協働体制の構築を

基に、各施策の実行主体となる担当課を中心とした推進体制を構築し、計画の実現

を目指す。 

 

 

４-４ その他 

なお、計画策定にあたり、再生可能エネルギー供給事業の民間会社（新電力会

社）の設立・採算性についても、需要量・供給可能量調査の結果を基に検討してお

り、参考として以下に示す。 

 

（再エネ供給事業の新会社の概要） 
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【用語集】 

用 語 説   明 

温室効果ガス 大気中の二酸化炭素やメタンなどのガスは、太陽からの熱

を地球に封じ込め、地表を暖める働きがある。これらのガス

を、「温室効果ガス」という。 

産業革命以降、温室効果ガスの大気中の濃度が人間活動に

より上昇し、「温室効果」が加速されている。１９９７年  

（平成９年）の第三回気候変動枠組条約締約国会議（COP3）

で採択された京都議定書では、地球温暖化防止のため、二酸

化炭素、メタン、一酸化二窒素のほか HFC 類、PFC 類、SF6 

が削減対象の温室効果ガスと定められた。  

カーボン・ニュート

ラル 

ライフサイクルの中で、二酸化炭素の排出と吸収がプラス

マイナスゼロのことをいう。 

例えば、植物の成長過程における光合成による二酸化炭素

の吸収量と、植物の焼却による二酸化炭素の排出量が相殺さ

れ、実際に大気中の二酸化炭素の増減に影響を与えないこと

が考えられる。 

このように、化石燃料の代わりにバイオマスエネルギーを

利用することは、カーボン・ニュートラルに資することだと

考えられ、二酸化炭素の発生と固定を平衡し、地球上の二酸

化炭素を一定量に保つことができる。 

また、二酸化炭素排出量を削減するための植林や自然エネ

ルギーの導入などは、人間活動による二酸化炭素の排出量を

相殺できることもあり、カーボン・ニュートラルと呼ぶこと

がある。  

カーボン・クレジッ

ト 

企業などが森林の保護や植林、省エネルギー機器導入など

を行うことで生まれた CO2 などの温室効果ガスの削減効果

（削減量、吸収量）を、クレジット（排出権）として発行し、

他の企業などとの間で取引できるようにする仕組みで、炭素

クレジットとも呼ばれている。  
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用 語 説   明 

再生可能エネルギー 有限で枯渇の危険性を有する石油・石炭などの化石燃料や

原子力と対比して、自然環境の中で繰り返し起こる現象から

取り出すエネルギーの総称。 

具体的には、太陽光や太陽熱、水力（ダム式発電以外の小

規模なものを言うことが多い）や風力、バイオマス（持続可

能な範囲で利用する場合）、地熱、波力、温度差などを利用

した自然エネルギーと、廃棄物の焼却熱利用・発電などのリ

サイクルエネルギーを指し、いわゆる新エネルギーに含まれ

る。  

ゾーニング 森林の区画ごとに重視する機能を割り振り、将来像と管理

方針を示すもの。 

ゾーニングにより、森林所有者が施業（主伐や間伐）を行

う時期や場所を誘導することで、木材生産を含む森林の様々

な機能を地域全体で高めていくことを目指す。  

森林簿 森林の所在地や所有者、面積や森林の種類、材積や成長量

などの森林に関する情報を記載した台帳。  

森林計画図 地域森林計画の対象となる森林を、樹種や所有形態等で区

分けした図面で、主に森林の施業や管理用の図面として利用

する。 

材積量 立木、造材された丸太、製材された木材などの体積のこと。  

バイオマス 今日では、再生可能な、生物由来の有機性エネルギーや資

源（化石燃料は除く）をいうことが多い。 

基本的には、草食動物の排泄物を含め１年から数十年で再

生産できる植物体を起源とするものを指す。 

バイオマスエネルギーは、ＣＯ２の発生が少ない自然エネ

ルギーで、古くから薪や炭のように原始的な形で利用されて

きたが、現在は新たな各種技術による活用が可能になり、化

石燃料に代わるエネルギー源として期待されている。  
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用 語 説   明 

Ａ材、Ｂ材、Ｃ材、Ｄ

材 

木材を、品質（主に曲がりなどの形状）や用途によって分

類する際の通称のこと。 

Ａ材は、直材で建築用材、家具材など市場性が最も高い質

材。Ｂ材は、小曲がり材で土木用材など。Ｃ材は、大曲がり

材で集成材、合板用材、チップ材（製紙用・エネルギー用）

など。Ｄ材は、伐採・造材の際に発生する端材で、チップ材

など利用価値が最も低い質材のことをいう。  
 

 


